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表紙*電子提供措置用*

証券コード：8207

第57回 定時株主総会

招集ご通知
　

開催日時

2026年６月25日（木曜日）午前10時

(受付開始は午前９時を予定しております。)

開催場所

東京都渋谷区渋谷一丁目９番８号

朝日生命宮益坂ビル４階

渋谷サンスカイルーム　４Ｂ会議室

(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

議　　案

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役７名選任の件

開催場所が、昨年の定時株主総会時から

変更となっております。

お間違えのないようお願い申し上げます。
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株主各位

証券コード　8207

（発信日）2026年６月10日
（電子提供措置開始日）2026年６月４日

株 主 各 位
東京都目黒区鷹番二丁目1 6番 1 8号

代表取締役社長 飯 田 健 太

　当社ウェブサイト　https://www.teng.co.jp/ir/

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第57回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、当社第57回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申

し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報について電

子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりま

すので、以下のウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し

上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株主総会」

を順に選択いただきご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブ

サイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「テンア

ライド」又は「コード」に当社証券コード「8207」を入力・検索し、「基本情報」

「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株

主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行

使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示

いただき、2026年６月24日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送の程お願

い申し上げます（３ページ「議決権行使についてのご案内」及び４ページ「インタ

ーネット等による議決権行使のご案内」をご参照ください。）。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

１．日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時

２．場 所 東京都渋谷区渋谷一丁目９番８号
朝日生命宮益坂ビル４階
渋谷サンスカイルーム　４Ｂ会議室
（会場が昨年開催の定時株主総会会場と異なっておりますので、ご来
場の際は、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照のうえお間違えのな
いようにご注意ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第57期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報

告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査

役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第57期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書

類の内容報告の件
決 議 事 項

第１号議案

第２号議案

剰余金の処分の件

取締役７名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使書についてのご案内）

(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議   

案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取   

り扱いいたします。

(2)インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合   

は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱   

いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた   

場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたし   

ます。

記

以　上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会

場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通

知をご持参くださいますよう重ねてお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東

証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条第２項の規定

に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

・事業報告 ｢業務の適正を確保するための体制｣｢会社の支配に関する基本方針に関する事項｣

・連結計算書類 ｢連結株主資本等変動計算書｣｢連結注記表｣

・計算書類 ｢株主資本等変動計算書｣｢個別注記表｣

従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査役及び

会計監査人が監査報告及び会計監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であ

ります。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してください
ますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受
付にご提出ください。

次ページの案内に従って、
議案の賛否をご入力くださ
い。

議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示のう
え、切手を貼らずにご投函
ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月25日（木曜日）

午前10時（受付開始:午前９時）

2026年６月24日（水曜日）

午後６時入力完了分まで

2026年６月24日（水曜日）

午後６時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

見 本

・インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる
議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数
回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたし
ます。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示が
ない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パ

スワードを入力することなく、議決権行使ウ

ェブサイトにログインすることができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

　

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読
み取ってください。

1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録
商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

3

1

議決権行使書用紙に記載された「ログイ
ンID・仮パスワード」を入力しクリックし
てください。

2

「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

※操作画面はイメージです。

議決権行使ウェブサイトにアクセスして
ください。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）

－ 4 －
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事業の経過及び成果

（自 2025年４月１日　至 2026年３月31日）

第 57 期 事 業 報 告

１. 企業集団の現況に関する事項

１－１. 事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国の経済は、賃上げの動きや個人消費

の需要の増加が見られ、経済活動の正常化が進んでいることに加え、

インバウンド需要も回復し、景気は緩やかな回復基調で推移しまし

た。

　その一方で、国際情勢の悪化や円安によるエネルギー資源や原材料

価格の高騰、人手不足に伴う人件費の上昇により、特に外食産業は依

然として厳しい経営環境が継続し、予断を許さない状況となっており

ます。

　当社は、「食を通して「驚き」と「感動」を」という企業理念を体

現するために、良質な食材等の仕入、低価格による提供、人材教育、

衛生管理を徹底してまいりました。

　また、店舗の営業についても多様化する消費者ニーズに対応した業

態への転換を進めると同時に、店舗オペレーションの効率化を目指し

た二毛作業態の開発・展開を実施しております。

　以上の結果、当連結会計年度における連結売上高は、前年同期比

101.7％の120億93百万円となりました。

　利益面につきましては、仕入原価や人件費の高騰の影響により営業

損失は１億20百万円（前年同期は営業利益２億32百万円）、経常損失

は１億16百万円（前年同期は経常利益２億29百万円）、親会社株主に

帰属する当期純損失は４億62百万円（前年同期は親会社株主に帰属す

る当期純利益１億45百万円）となりました。

　なお、当連結会計年度末における当社の店舗数は、「旬鮮酒場天

狗」５店舗、「和食れすとらん天狗」14店舗、「テング酒場」14店

舗、「神田屋」24店舗、「てんぐ大ホール」40店舗、「ミートキッチ

ンlog50」２店舗、「湊や磯吉食堂」３店舗の合計102店舗であります

（内フランチャイズ１店舗）。

－ 5 －
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資金調達等についての状況

１－２. 資金調達等についての状況

(1) 資金調達の状況

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により財務基盤が大きく毀損し

たことから、2023年12月に新株予約権の第三者割当による発行を行

い、当期にその行使により２億52百万円の資金の調達を実施いたしま

した。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資額は３億30百万円で、その主なものは、

４店舗の新規出店、４店舗の業態変更工事、セントラルキッチン設備

の買取及び各種の店舗設備に係る改修等に対する投資であります。

－ 6 －
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直前三事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第54期

（2022年度）
第55期

（2023年度）
第56期

（2024年度）

第57期
（2025年度）
(当連結会計年度)

売 上 高 (千円) 9,489,563 11,146,561 11,887,480 12,093,492

経 常 利 益 又 は
経常損失（△）

(千円) △864,091 170,376 229,254 △116,367

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△）

(千円) △1,147,435 27,647 145,494 △462,798

１ 株 当 た り
当期純利益又は
当期純損失（△）

(円) △39.14 0.83 3.91 △11.61

総 資 産 (千円) 7,548,121 8,203,570 7,541,343 6,788,534

純 資 産 (千円) 1,747,979 2,740,286 2,891,736 2,737,960

１株当たり純資産額 (円) △28.22 2.76 32.26 29.42

区 分
第54期

（2022年度）
第55期

（2023年度）
第56期

（2024年度）

第57期
（2025年度）

（当事業年度）

売 上 高 (千円) 9,489,532 11,146,561 11,887,480 12,093,492

経 常 利 益 又 は
経常損失（△）

(千円) △853,896 172,472 226,997 △117,960

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) △1,137,171 29,813 143,290 △464,300

１ 株 当 た り
当期純利益又は
当期純損失（△）

(円) △38.79 0.89 3.85 △11.65

総 資 産 (千円) 7,546,767 8,208,043 7,539,573 6,785,889

純 資 産 (千円) 1,738,093 2,706,559 2,777,270 2,582,760

１株当たり純資産額 (円) △28.54 1.80 29.32 25.54

１－３. 直前三事業年度の財産及び損益の状況

（企業集団の財産及び損益の状況）（連結）

（事業報告作成会社の財産及び損益の状況）（個別）

－ 7 －
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対処すべき課題、企業集団の主要な事業セグメント

１－４. 対処すべき課題

外食産業においては、厳しい経営環境が依然として継続している状

況にあり、当社としては小型店舗の新規出店の促進や既存の大型店舗

における複数ブランドの展開による小型店舗化に取り組んでおりま

す。また既存店舗の業態転換を進めることにより、収益構造の改善を

推し進めてまいります。

加えて、テーブルオーダーシステム等のシステム改善についても取

り組んでおり、店舗におけるDX化の推進により業務改善を実現し、収

益性の高い事業構造の構築に努めてまいります。

また、生産者・取引業者とのコミュニケーションを維持・強化する

ことにより、安定した食材の調達、価格の高騰回避、安全性の確保等

を図ってまいります。

商品（飲物・料理）につきましては、蔵元やメーカーとの一層の連

携強化を図り、プライベートブランド商品拡大を進めると同時に、セ

ントラルキッチンにおける開発強化により、店舗運営にとどまらず小

売りルートの開拓を推し進めることによりオリジナル自社製品の販売

拡大を図ってまいります。

更に、事業計画に基づき、従業員の雇用維持を前提として、金融機

関からの資金調達等による手元資金の確保によって当社グループ経営

の安定化を図るとともに、不要不急のコスト削減、年間設備投資額の

再考、店舗賃料削減交渉などの対策を進め固定費の圧縮を図ります。

加えて、人材確保と教育システムの確立、店舗の作業システムの改善

等の諸施策に取り組み、収支改善に注力してまいります。

１－５. 企業集団の主要な事業セグメント（2026年３月31日現在）

当企業集団は、テンアライド株式会社（当社）及び子会社のテンワ

ールドトレーディング株式会社によって構成されております。子会社

のテンワールドトレーディング株式会社は酒類、食料品等の輸入販売

を行っております。

当企業集団は製品の種類、性質、販売市場等の類似性から判断し

て、同種の外食産業及びその補完的事業であり、単一セグメントであ

るため、記載を省略しています。
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企業集団の主要拠点等

④ 店舗 東 京 都 59店 愛知県 ６店

神奈川県 ７店 静岡県 ３店

埼 玉 県 14店 大阪府 ５店

千 葉 県 ６店 京都府 １店

合　計 101店

事業の種類別セグメントの名称 従 業 員 数（名） 前連結会計年度末比増減

飲　食　業 261（2,266） ３名増（34名減）

合　計 261（2,266） ３名増（34名減）

従業員数（名） 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

261（2,266） ３名増（34名減） 42.0歳（±０歳） 13年６ヶ月（△11ヶ月）

１－６. 企業集団の主要拠点等

(1) 主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）

① 本部　　　　　　　　　東京都目黒区鷹番二丁目16番18号

② 事務所　　　　　　　　東神田（東京都）、新橋（東京都）、

　　　　　　　　　　　　　研修センター（東京都）

③ セントラルキッチン　　埼玉県

（注）上記の外にフランチャイズ店舗が東京都に１店舗あります。

(2) 企業集団の使用人の状況（2026年３月31日現在）

① 企業集団の従業員数

（注）１. 従業員数は就業人員であります。

２. 従業員数欄の（　）内は、アルバイト等の年間平均雇用人員であります。

② 事業報告作成会社の従業員数

（注）１. 従業員数は就業人員であります。

２. 従業員数欄の（　）内は、アルバイト等の年間平均雇用人員であります。

３. 平均年齢、平均勤続年数の（　）は、対前年度増減であります。
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な借入先及び借入額、剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の
定め（会社法第459条第１項）があるときの権限の行使に関する方針、その他企業集団の現況に関する重要な
事項

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主要な事業内容

テンワールドトレーディング　株式会社 10,000千円 100.0％ 酒類等の輸入販売

１－７. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社との関係

　当社には該当する親会社はありません。

(2) 重要な子会社の状況

（注）上記の重要な子会社は連結対象の子会社となっております。

借 入 先 借 入 額 （ 期 末 残 高 ）

千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫

650,167
252,842
594,000

１－８. 主要な借入先及び借入額（2026年３月31日現在）

１－９. 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め（会社法第
459条第１項）があるときの権限の行使に関する方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つ
として位置付けており、業績に応じて安定的配当を行うことを基本方
針とし、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部
留保も勘案して、適正な利益還元をしていきたいと考えております。

１－10. その他企業集団の現況に関する重要な事項

　特記すべき事項はありません。
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株式に関する重要な事項

(1) 発行可能株式総数 普通株式 84,711,800株

Ｂ種種類株式 1,500株

(2) 発行済株式の総数 普通株式 40,460,727株

Ｂ種種類株式 1,500株

(3) 当事業年度末の株主数 普通株式 37,316名

Ｂ種種類株式 １名

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 ％

① 飯 田 永 太 3,765,447 9.4

② 株 式 会 社 　 岡 永 1,443,318 3.6

③ 山 内 　 薫 1,396,660 3.5

④ 飯 田 愛 太 1,192,699 3.0

⑤ サ ッ ポ ロ ビ ー ル 　 株 式 会 社 962,600 2.4

⑥ 株 式 会 社 　 永 幸 750,564 1.9

⑦ 飯 田 健 太 472,338 1.2

⑧ 長 井 梨 紗 309,298 0.8

⑨ 飯 田 悠 太 296,500 0.7

⑩ 飯 田 慶 太 294,900 0.7

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 ％
DBJ飲食・宿泊支援ﾌｧﾝﾄﾞ投資事業有限責任組合 1,500 100.0

２. 株式に関する重要な事項（2026年３月31日現在）

(4) 大株主

　(ｲ)普通株式（上位10名の株主）

（注）１. 持株比率は小数点第１位未満を四捨五入して表示しております。

２. 持株比率は自己株式（427,642株）を控除して計算しております。

(ﾛ)Ｂ種種類株式
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況 等

代表取締役会長 飯 田 永 太
テンワールドトレーディング㈱　代表取締役社長
㈱ 永 幸 　 代 表 取 締 役 社 長

代表取締役社長 飯 田 健 太
テンワールドトレーディング㈱　取締役
㈱ 永 幸 　 取 締 役

専 務 取 締 役 芳 澤 　 聡
管 理 本 部 長
兼経営企画室長
兼海外戦略室長

常 務 取 締 役 藤 岡 　 慶
マーケティング本部長
兼店舗開発本部長

取 締 役 吉 田 　 守 関東セントラルキッチン所長 テンワールドトレーディング㈱　取締役

取 締 役 宗 宮 英 恵
の ぞ み 総 合 法 律 事 務 所
㈱ 駅 探 社 外 監 査 役

取 締 役 細　見　真智子 ㈱ マ ク ロ ミ ル

常 勤 監 査 役 橋 本 恭 一 テンワールドトレーディング㈱　監査役

監 査 役 橘 　 稔 人 橘人事労務総合事務所　代表

監 査 役 田　中　耕一郎 田中総合会計事務所　所長

３. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役

（注）１. 取締役　宗宮英恵氏及び細見真智子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。

２. 監査役　橘稔人氏及び田中耕一郎氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役で
あります。

３. 監査役　田中耕一郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有するものであります。

４. 当社と各社外役員の重要な兼職先との間には特別な関係はありません。
５. 社外取締役　宗宮英恵氏及び細見真智子氏、社外監査役　橘稔人氏及び田中耕一郎

氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
６. 当社定款第29条及び第41条において社外取締役及び監査役を対象に責任限度額を法

定で規定する額として責任限定契約を締結できる旨定めており、これに基づいて、
取締役　宗宮英恵氏、取締役　細見真智子氏及び常勤監査役　橋本恭一氏、監査役　
橘稔人氏、監査役　田中耕一郎氏とは、責任限度額を法定で規定する額として責任
限定契約を締結しております。

７. 当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定
する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約
では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）
に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟
費用等が填補されることとなります。
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会社役員に関する事項

区 分 人 数
報 酬 等 の 種 類 別 の 額

計 摘 要
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役 ７人 91,799千円 －千円 －千円 91,799千円

監査役 ３人 13,338千円 －千円 －千円 13,338千円

計 10人 105,137千円 －千円 －千円 105,137千円

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額
① 当事業年度に係る役員の報酬等の総額

② 報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
　取締役の金銭報酬の額については、1991年６月26日定時株主総会に
おいて、報酬限度額を年額２億円と決議しております。当該株主総会
終結時点の取締役の員数は８名です。
　また、監査役の金銭報酬の額については、2006年６月28日定時株主
総会において、報酬限度額を年額30百万円と決議しております。当該
株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系と
し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な
水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役の報
酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成し、監
督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ
を支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役位に基づく基

本額に役割・職責を反映した加算を行い支給額を決定しております。
業績連動報酬は、事業年度の業績向上に対する意識を高めるため業

績指標を反映した現金報酬とし、基準額×評価係数×原資係数の算式
により算出された額を賞与として毎年一定時期に支給することとして
おります。
取締役の個人別の報酬等の額に対する固定報酬と業績連動報酬の割

合に関しては、株主と経営者の利害を共有し企業価値の持続的な向上
に寄与するために、最も適切な支給割合とすることを方針としており
ます。
　なお、取締役に対する退職慰労金は、その退職時に一時金として支
払うものとしております。

④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
各取締役の個人別の基本報酬の額並びに業績連動報酬の個人別業

績評価及び額について、社外取締役を過半数の構成メンバーとする
報酬委員会にて決定するものとし、取締役会は報酬委員会にてその
権限が所定の手続きを経て適切に行使されていることを確認するこ
とにより報酬額を決定しております。
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会社役員に関する事項

区 分 氏 名 主な活動状況

取 締 役 宗 宮 　 英 恵

当事業年度開催の取締役会の全てに出席し、主に弁護士として
の専門的見地から、取締役会において主に企業リスクに対して
客観的に労務問題やコンプライアンス対策に関する議案・審議
等につき必要な発言を適宜行っております。

取 締 役 細見　真智子

当事業年度開催の取締役会の全てに出席し、主に資本市場及び
企業財務に関する知見とともに、外食産業における経営課題に
精通した見地から、取締役会において主に会社運営において多
角的かつ実践的な視点から議案・審議等につき必要な発言を適
宜行っております。

監 査 役 橘 　 　 稔 人

当事業年度開催の取締役会及び監査役会の全てに出席し、社会
保険労務士の見地から経営に関する助言・提言を行っておりま
す。また、全て監査役会に出席し、積極的な情報共有化を図
り、監査の方法その他監査役業務の執行に関する事項につき、
都度発言を行っております。

監 査 役 田中　耕一郎

当事業年度開催の取締役会及び監査役会の全てに出席し、公認
会計士の見地から経営に関する助言・提言を行っております。
また、全ての監査役会に出席し、積極的な情報共有化を図り、
監査の方法その他監査役業務の執行に関する事項につき、都度
発言を行っております。

支給人数
報 酬 等 の 種 類 別 の 額

計
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

４人 12,906千円 －千円 －千円 12,906千円

(3) 社外役員に関する事項
① 各社外役員の主な活動状況

② 社外役員の報酬等の総額
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会計監査人に関する事項

名　　　　　称

有限責任 あずさ監査法人

① 当社及び当社子会社が会計監査人に
支払うべき報酬等の合計額

29,000千円

② 上記①のうち､公認会計士法第２条第
１項の業務の対価として会計監査人
に支払うべき額

29,000千円

③ 上記②の合計額のうち､当社が会計監
査人に支払うべき会計監査人として
の報酬等の額

29,000千円

４. 会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人

(2) 会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、③の金額に

金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報

酬額見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行っ

た上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第１項に定める

同意の判断をいたしました。

(3) 解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が、会社法や公認会計士法の法令に違反または

抵触した場合、公序良俗に反する行為があった場合、及びその他職務の執

行に支障がある場合には、その事実に基づき当該会計監査人の解任または

不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合には、当該

会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該

決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項

目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が

会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、

解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨

と解任理由を報告いたします。
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連結貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

棚 卸 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

3,398,092

2,567,456

373,799

178,180

99,647

180,291

△1,282

3,390,442

1,187,635

641,682

161,381

139,344

245,103

124

33,823

31,394

2,429

2,168,983

628,463

1,519,995

24,124

△3,600
　

流 動 負 債 2,644,423

買 掛 金 321,408

短 期 借 入 金 903,009

1年内返済予定の長期借入金 543,200

リ ー ス 債 務 14,446

未 払 金 490,192

未 払 消 費 税 等 75,691

未 払 法 人 税 等 43,071

未 払 事 業 所 税 15,464

未 払 費 用 199,609

店舗閉鎖損失引当金 11,210

そ の 他 27,119

固 定 負 債 1,406,150

長 期 借 入 金 50,800

リ ー ス 債 務 15,525

退職給付に係る負債 861,391

役員退職慰労引当金 27,400

長 期 預 り 保 証 金 42,000

資 産 除 去 債 務 174,128

繰 延 税 金 負 債 199,008

再評価に係る繰延税金負債 35,897

負 債 合 計 4,050,574

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,183,784

資 本 金 50,000

資 本 剰 余 金 11,330,043

利 益 剰 余 金 △9,034,165

自 己 株 式 △162,093

その他の包括利益累計額 554,175

その他有価証券評価差額金 336,129

土 地 再 評 価 差 額 金 65,421

退職給付に係る調整累計額 152,624

純 資 産 合 計 2,737,960

資 産 合 計 6,788,534 負債・純資産合計 6,788,534

連 結 貸 借 対 照 表

－ 16 －
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連結損益計算書

（ 自　2025年４月１日
至　2026年３月31日 ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 12,093,492

売 上 原 価 3,607,520

売 上 総 利 益 8,485,971

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,606,652

営 業 損 失 （ △ ） △120,680

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,163

受 取 配 当 金 16,781

受 取 賃 貸 料 5,719

固 定 資 産 受 贈 益 6,471

受 取 事 務 手 数 料 3,676

雑 収 入 8,560 45,372

営 業 外 費 用

支 払 利 息 34,093

雑 損 失 6,964 41,058

経 常 損 失 （ △ ） △116,367

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 198

減 損 損 失 186,144

固 定 資 産 処 分 損 6,693

店 舗 閉 鎖 損 失 3,859

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 11,210

リ ー ス 解 約 損 85,917 294,023

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △410,391

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 46,262

法 人 税 等 調 整 額 6,145 52,407

当 期 純 損 失 （ △ ） △462,798

非支配株主に帰属する当期純損失（△） －

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △462,798

連 結 損 益 計 算 書

－ 17 －
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

半 製 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

建 物 附 属 設 備

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

3,385,447

2,252,856

373,799

30,262

146,519

3,422

178,050

99,577

2,241

△1,282

3,400,442

1,187,635

42,098

599,482

101

161,381

139,344

245,103

124

33,823

31,394

2,279

149

2,178,983

628,463

10,000

4,200

14,727

1,519,995

5,197

△3,600
　

流 動 負 債 2,644,353

買 掛 金 321,408

短 期 借 入 金 903,009

１年以内返済予定の長期借入金 543,200

リ ー ス 債 務 14,446

店舗閉鎖損失引当金 11,210

未 払 金 490,192

未 払 消 費 税 等 75,691

未 払 法 人 税 等 43,001

未 払 事 業 所 税 15,464

未 払 費 用 199,609

そ の 他 27,119

固 定 負 債 1,558,775

長 期 借 入 金 50,800

退 職 給 付 引 当 金 1,014,015

役員退職慰労引当金 27,400

長 期 預 り 保 証 金 42,000

リ ー ス 債 務 15,525

資 産 除 去 債 務 174,128

繰 延 税 金 負 債 199,008

再評価に係る繰延税金負債 35,897

負 債 合 計 4,203,128

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,181,209

資 本 金 50,000

資 本 剰 余 金 11,330,043

その他資本剰余金 11,330,043

利 益 剰 余 金 △9,036,740

その他利益剰余金 △9,036,740

別 途 積 立 金 77,527

繰 越 利 益 剰 余 金 △9,114,267

自 己 株 式 △162,093

評価・換算差額等 401,550

その他有価証券評価差額金 336,129

土地再評価差額金 65,421

純 資 産 合 計 2,582,760

資 産 合 計 6,785,889 負債・純資産合計 6,785,889

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（ 自　2025年４月１日
至　2026年３月31日 ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 12,093,492

売 上 原 価 3,611,567

売 上 総 利 益 8,481,924

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,605,670

営 業 損 失 （ △ ） △123,745

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,135

受 取 配 当 金 16,781

受 取 賃 貸 料 5,719

固 定 資 産 受 贈 益 6,471

受 取 事 務 手 数 料 4,276

雑 収 入 8,559 45,944

営 業 外 費 用

支 払 利 息 34,093

雑 損 失 6,064 40,158

経 常 損 失 （ △ ） △117,960

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 198

減 損 損 失 186,144

店 舗 閉 鎖 損 失 3,859

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 11,210

固 定 資 産 処 分 損 6,693

リ ー ス 解 約 損 85,917 294,023

税 引 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △411,984

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 46,170

法 人 税 等 調 整 額 6,145 52,316

当 期 純 損 失 （ △ ） △464,300

損　益　計　算　書

－ 19 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 川 上  尚 志

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 新 保  哲 郎

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

テンアライド株式会社
取 締 役 会 御 中

　　有限責任 あずさ監査法人
　　東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、テンアライド株式会社の2025年
４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、テンアライド株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他
の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他
の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて
おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読
の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た
知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以
外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 20 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職

務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不

正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立

案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算
書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 21 －
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 川 上  尚 志

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 新保　哲郎

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

テンアライド株式会社
取 締 役 会 御 中

　　有限責任 あずさ監査法人
　　東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、テンアライド株式会社の
2025年４月１日から2026年３月31日までの第57期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会
的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の
記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記
載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し
た場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務

の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に
おいて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等
の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年４月1日から2026年３月31日までの第57期事業年
度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書
に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査

の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

(２)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の
方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の従業員等
と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施いたしました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び従業員等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査役会の監査報告
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２. 監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当
であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当
であると認めます。

2026年５月20日

テンアライド株式会社　監査役会

常勤監査役 橋 本 恭 一 ㊞

監　査　役 橘 　 稔 人 ㊞

監　査　役 田 中 耕 一 郎 ㊞

（注）監査役橘稔人及び監査役田中耕一郎は社外監査役であります。

以　上
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剰余金処分議案

定時株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績及び今後の事業展開を勘案

し、誠に遺憾ながら普通株式につきましては無配とさせていただき、Ｂ種種類

株式につきましては、定款及び種類株式発行要項で定めた所定の計算に基づく

金額の配当を実施したいと存じます。なお、Ｂ種種類株式に係る払込時期及び

配当の基準日を踏まえ、配当金額の調整を行っております。

　普通株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、ご理解賜りたくお願い申し

上げます。

１．配当財産の種類

　　金銭といたします。

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　Ｂ種種類株式１株につき金40,118円53銭

　　（Ｂ種種類株式配当総額：金60,177,795円）

　　当事業年度の配当総額：金60,177,795円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

　　2026年６月26日（金曜日）

－ 26 －
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取締役選任議案

候
補
者
番
号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）
＊ 所有する当社の

普通株式の数

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

１

いい

飯

 

　

 

　
だ

田

 

　

 

　
えい

永

 

　

 

　
た

太
(1953年９月24日生)

＊ 3,765,447株

1978年10月 当社入社
1979年２月 取締役
1988年６月 代表取締役社長
2005年９月 テンワールドトレーディング㈱代表取締役社長（現任）
2005年９月 ㈱永幸代表取締役社長（現任）
2025年６月 代表取締役会長（現任）

【選任理由】
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、社長としてリーダーシップを発揮
し、営業、商品企画、開発、調達、製造、管理等当社事業に関連する様々な部門に精
通しており、当社が目指す経営計画の実現に取締役として必須の人材であるため。

２

いい

飯

 

　

 

　
だ

田

 

　

 

　
けん

健

 

　

 

　
た

太
(1984年４月９日生)

＊ 472,338株

2012年５月 当社入社
2014年５月 ㈱永幸取締役（現任）
2014年６月 取締役関東城西事業部長
2014年10月 取締役仕入部長
2015年４月 取締役仕入部長兼海外出店準備室長
2015年５月 テンワールドトレーディング㈱取締役（現任）
2015年６月 常務取締役仕入部長兼海外出店準備室長
2017年３月 常務取締役商品本部長兼旬鮮営業企画部長兼海外

出店準備室長
2018年３月 常務取締役商品本部長兼旬鮮営業企画部長兼海外

戦略室長
2019年６月 代表取締役専務商品本部長兼海外戦略室長兼ミー

トキッチンlog50立上担当
2019年10月 代表取締役専務商品本部長兼海外戦略室長兼テング

酒場営業企画部長兼ミートキッチンlog50立上担当
2021年４月 代表取締役専務マーケティング本部長兼海外戦略

室長
2025年６月 代表取締役社長（現任）

【選任理由】
営業、開発、調達分野において社内外での幅広い経験に加え、マーケティング本 
部長として培ったDX、SNS戦略、ブランディング等の知見・見識を有し、当社が目
指す経営計画の実現に取締役として必須の人材であるため。

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき

ましては、取締役７名（うち社外取締役２名）の選任をお願いするものであり

ます。

取締役候補者は次のとおりであります。

－ 27 －



2026/05/27 15:48:43 / 25300121_テンアライド株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候
補
者
番
号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）
＊ 所有する当社の

普通株式の数

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

３

よし

芳

 

　

 

　
ざわ

澤

 

　

 

　

 

　

 

　
そう

聡
(1974年２月12日生)

＊ 10,900株

1996年４月 当社入社
2012年４月 執行役員関東城南事業部長
2014年６月 取締役人事部長
2019年６月 常務取締役人事部長
2020年４月 常務取締役管理本部長兼人事部長
2021年11月 常務取締役管理本部長兼人事総務部長
2022年５月 常務取締役管理本部長兼経営企画室担当
2025年６月 専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼海外戦略

室長（現任）
【選任理由】
営業での豊富な経験に加え、管理本部長として培った経営管理、人事・採用・教育
等人財マネジメントに関する幅広い知見・見識を有し、当社が目指す経営計画の実
現に取締役として必須の人材であるため。

４

ふじ

藤

 

　

 

　
おか

岡

 

　

 

　

 

　

 

　
けい

慶
(1976年11月13日生)

＊ 6,200株

1999年４月 当社入社
2012年４月 執行役員関東南部事業部長
2014年４月 執行役員和食営業企画部長兼中部事業部長
2016年２月 上席執行役員和食営業企画部長兼中部事業部長
2017年３月 主席執行役員和食営業企画部長兼関東城南事業部長
2018年６月 取締役和食営業企画部長兼新業態立上担当
2021年１月 取締役和食営業企画部長兼神田屋営業企画部長
2022年５月 取締役マーケティング本部営業企画担当
2025年６月 常務取締役マーケティング本部長兼店舗開発本部

長（現任）
【選任理由】
営業、商品企画に関して、現場視点も含めた大局的で的確な視野での経験や見識を
有し、更に事業開発にも携わっており取締役として相応しい人材であるため。

５

よし

吉

 

　

 

　
だ

田

 

　

 

　

 

　

 

　
まもる

守
(1971年10月１日生)

＊ 5,300株

1993年１月 当社入社
2014年４月 執行役員旬鮮営業企画部長兼関東中央総武事業部長
2016年２月 上席執行役員旬鮮営業企画部長兼関東城西事業部長
2017年３月 主席執行役員仕入担当部長
2018年６月 取締役テング酒場営業企画部長兼仕入部長

テンワールドトレーディング㈱取締役（現任）
2019年10月 取締役関東セントラルキッチン所長兼仕入部長
2021年４月 取締役外販促進部長兼仕入部長（関東セントラル

キッチン管掌役員）
2022年５月 取締役マーケティング本部外販・仕入担当兼関東

セントラルキッチン担当役員
2023年10月 取締役マーケティング本部兼関東セントラルキッ

チン担当
2025年６月 取締役関東セントラルキッチン所長（現任）

【選任理由】
営業、商品企画に関して、現場視点も含めた大局的で的確な視野での経験や見識を
有し、更に事業開発にも携わっており取締役として相応しい人材であるため。
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候
補
者
番
号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）
＊ 所有する当社の

普通株式の数

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

６

そう

宗

 

　

 

　
みや

宮

 

　

 

　
はな

英

 

　

 

　
え

恵
(1982年2月26日生)

＊ ０株

2008年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
牛島総合弁護士事務所入所（2019年２月まで）

2011年４月 消費者庁企画課・消費者制度課出向
2015年５月 ジョージタウン大学ローセンター､ワシントン大学

ロースクール客員研究員
2015年９月 日本銀行政策委員会法務課出向
2017年５月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局・内閣

官房特定複合観光施設区域推進立案・法制化担当
2019年３月 のぞみ総合法律事務所入所（現任）
2020年６月 当社社外取締役（現任）
2022年６月 ㈱駅探社外監査役（現任）

【選任理由】
弁護士として法務に関する豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴を通じて
培われた見識等を活かして、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創
出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与していただける
ものと判断したため。また、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記
の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断してい
るため。

７

ほそ

細

 

　

 

　
み

見

 

　

 

　
ま

真
ち

智
こ

子

(1967年１月17日生)

＊ ０株

1998年２月 東京三菱証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン･スタンレ
ー証券㈱）入社

2012年11月 チムニー㈱入社
2014年３月 同社執行役員社長室長
2019年２月 同社執行役員経営企画部長
2023年４月 同社執行役員ＩＲ･サステナビリティ推進担当
2023年８月 ㈱マクロミルＣＦＯオフィス室長（現任）
2025年６月 当社社外取締役（現任）

【選任理由】
証券会社において資本市場及び企業財務に関する知見を深められた後、外食産業に
おいて執行役員社長室長及び経営企画部長として、Ｍ＆Ａ、経営戦略、ブランド構
築、ＩＲ広報全般に携わるとともに、サステナビリティ推進やダイバーシティの強
化にも積極的に取り組んでこられ高い見識を有しております。これらの経験に基づ
き、当社の持続可能な企業価値向上、成長戦略の策定、ガバナンス体制の強化、多
様性を重視した取締役会の運営において多角的かつ実践的な視点から的確な提言・
助言をいただけるものと判断したため。また、直接会社経営に関与された経験はあ
りませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できる
ものと判断しているため。

（注）１. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 宗宮英恵氏及び細見真智子氏は、社外取締役候補者であります。
３. 宗宮英恵氏及び細見真智子氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役と

しての在任期間は本総会終結の時をもって、宗宮英恵氏が６年、細見真智子氏が
１年となります。

４. 当社は、宗宮英恵氏及び細見真智子氏との間で、当社定款及び会社法第427条第
１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を法令が定める
額に限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、当該契
約を継続する予定であります。
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５. 当社は、当社の取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定す
る役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。各候補者が再
任された場合には、引き続き当該保険契約の被保険者となる予定であります。
当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為
を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る
損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなります。

６. 当社は、宗宮英恵氏及び細見真智子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員
として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員と
しての届出を継続する予定であります。

７. 各取締役候補者は、当社のＢ種種類株式を保有しておりません。

以　上
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地図

株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

株主総会会場ご案内図

第57回定時株主総会は渋谷サンスカイルーム　４Ｂ会議室で開催いたしますの

でご出席の際は下記の案内図をご参照ください（※昨年開催の定時株主総会会

場と異なっておりますのでお間違えのないようご注意ください。）。

〔所在地〕東京都渋谷区渋谷一丁目９番８号　朝日生命宮益坂ビル４階

　　　　　(03)3406-2085

〔受付開始時刻〕当日午前９時

JR
山
手
線

青
山

通
り

明
治
通
り

至

原
宿

至

原
宿

渋谷ヒカリエ

JR渋谷駅

至 恵比寿

首都高速３号渋谷線

至 青山

小林ビル EXCELSIOR
CAFFÉ

渋谷
郵便局

日本調剤
宮益坂薬局

TSM渋谷
第一校舎ドコモ

ショップ

クロス
タワー

TKP
ガーデンシティ

至 六本木

至 三軒茶屋

三菱UFJ
信託銀行宮益坂下

宮益坂口

Ｂ３
出入口

Ｂ４
出入口

みずほ銀行

ビックカメラ渋谷
東口店本館

野村證券
御嶽神社

朝日生命宮益坂ビル

渋谷東急
REIホテル

ファミリー
マート

宮益坂

バス
ロータリー

渋谷
協和ビル

〔会場への交通機関〕
ＪＲ（山手線・埼京線・湘南新宿ライン）　　渋 谷 駅（宮益坂口）
東急東横線、東急田園都市線、京王井の頭線　各渋谷駅
東京メトロ（銀座線・半蔵門線・副都心線）　渋 谷 駅
＊地下鉄連絡通路をご利用の場合はB3出入口が便利です。


